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重
度
心
身
障
害
者
、
高
齢
重
度
障

害
者
の
「
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者

証
」が
七
月
一
日
で
更
新
さ
れ
ま
す
。

六
月
下
旬
に
郵
送
す
る
新
し
い
受
給

者
証
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期

間
は
、
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

ま
で
。
次
の
四
点
に
注
意
し
て
、
大

切
に
扱
っ
て
く
だ
さ
い
。

�
古
い
受
給
者
証
は
七
月
一
日
以

降
各
世
帯
で
責
任
を
持
っ
て
処
分
�

医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
き
は
、
医

療
保
険
証
と
と
も
に
受
給
者
証
も
必

ず
窓
口
へ
提
示
す
る
。
提
示
し
な
い

と
自
己
負
担
分
を
支
払
わ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
�
住
所
や
氏
名
な
ど
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
な
ど
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内

に
届
け
出
�
ほ
か
の
市
町
村
へ
転
出

す
る
と
き
は
、
国
保
年
金
課
ま
た
は

城
南
支
所
へ
受
給
者
証
を
返
却
。

な
お
、
乳
幼
児
の
福
祉
医
療
費
受

給
資
格
者
証
の
更
新
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効

期
限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

□
福
祉
医
療
該
当
者
は
手
続
き
を

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

福
祉
医
療
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
国
保

年
金
課
ま
た
は
城
南
支
所
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
重
度
心
身
障
害
者
〉
国
民
年
金

法
施
行
令
別
表
一
級
の
障
害
者
、
身

体
障
害
者
手
帳
一
級
・
二
級
の
障
害

者
な
ど
〈
母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
〉

母
子
・
父
子
家
庭
の
母
・
父
と
十
八

歳
未
満
の
子
（
満
十
八
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
）、
両
親
の
い
な
い
十
八
歳
未
満
の

子
、
た
だ
し
所
得
税
非
課
税
者
に
限

る
〈
高
齢
重
度
障
害
者
〉
老
人
保
健

法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
の
医

療
を
受
け
る
人
で
、
国
民
年
金
法
施

行
令
別
表
一
級
の
障
害
者
、
身
体
障

害
者
手
帳
一
級
・
二
級
の
障
害
者
な

ど
〈
乳
幼
児
〉
満
六
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
子

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
３
へ
。

母
子
家
庭
の
母
な
ど
が
交
流
を
深

め
る
温
泉
旅
行
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
＝
７
月
12
日
�
〜
13
日
�（
一

泊
二
日
）

会
場
＝
水
上
ホ
テ
ル
聚じ
ゅ

楽ら
く

（
利
根
郡
水
上
町
）

対
象
＝
母

子
家
庭
の
母
と
寡
婦
、百
五
十
人（
抽

選
）

参
加
費
＝
八
千
円
　
申
し
込

み
＝
6
月
30
日
�
ま
で
に
往
復
ハ
ガ

キ
で
。
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
〒
３
７
０
―
０
０

１
７
前
橋
市
日
吉
町
二
丁
目
一
七
―

一
〇
・
総
合
福
祉
会
館
内
前
橋
母
子

会
（
�
２
３
５
―
３
４
０
６
）
へ

お
年
寄
り
か
ら
子
ど
も
ま
で
一
緒

に
遊
ん
で
楽
し
む
「
老
人
セ
ン
タ
ー

で
遊
ぼ
う
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
26
日
�
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分
　
会
場
＝
お
お
と
も
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
対
象
＝
小
６
ま

で
と
そ
の
保
護
者
、
お
年
寄
り
な
ど
、

先
着
二
十
組
　
内
容
＝
卓
球
や
張
り

絵
な
ど
　
参
加
費
＝
無
料
（
六
十
五

歳
以
下
は
入
場
料
実
費
負
担
）

申

し
込
み
＝
６
月
25
日
�
ま
で
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
�
２
３
２
―
３

８
４
８
へ

障
害
者（
児
）と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

交
流
す
る
海
浜
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

期
間
＝
８
月
17
日
�
〜
19
日
�（
二

泊
三
日
）

会
場
＝
臨
海
学
校
（
新

潟
県
寺
泊
町
）

対
象
＝
在
宅
心
身

障
害
者
と
家
族
、
先
着
百
人
　
内
容

＝
障
害
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
交
流
・

集
団
生
活
　
参
加
費
＝
小
学
生
以
下

二
千
円
、
中
学
生
以
上
五
千
円
。
た

だ
し
障
害
者
は
無
料
　
申
し
込
み
＝

６
月
16
日
�
〜
30
日
�
に
、
申
込
書
・

障
害
者
手
帳
の
写
し
を
用
意
し
、
参

加
費
を
添
え
て
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
日
吉
町
二
丁
目
�
２
３
７
―
１
１

１
２
）
へ
直
接

日
常
生
活
で
支
援
を
必
要
と
す
る

人
の
移
送
サ
ー
ビ
ス
や
福
祉
車
両
の

取
り
扱
い
な
ど
を
学
ぶ
講
習
会
を
行

い
ま
す
。

日
時
＝
６
月
28
日
�
午
前
10
時
〜
午

後
４
時
30
分
　
会
場
＝
総
合
福
祉
会

館
（
日
吉
町
二
丁
目
）
ほ
か
　
対
象

＝
一
般
、
先
着
四
十
人
　
申
し
込
み

＝
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
�
２
３

２
―
３
８
４
８
へ

六
月
二
十
三
日
�
か
ら
二
十
九

日
�
ま
で
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

で
す
。
こ
れ
は
「
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
」
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
。

本
市
で
は
今
年
三
月
、
男
女
共

同
参
画
基
本
計
画
「
ま
え
ば
し
W

ｉ
ｎ
ｄ
プ
ラ
ン
２
０
０
４
」
を
策

定
し
ま
し
た
。
こ
の
紹
介
や
資
料

の
展
示
、配
布
な
ど
を
行
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
男
女
共
同
参
画
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
日
＝
６
月
23
日
�
〜
29
日
�（
土

日
曜
は
除
く
）

会
場
＝
市
役
所

１
階
市
民
ロ
ビ
ー

○
…
問
い
合
わ
せ
は
生
活
課
�
８

９
０
―
６
５
１
７
へ
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
、

介
護
保
険
給
付
費
の
通
知
を
年
三
回
、

四
カ
月
ご
と
に
発
送
し
ま
す
。
今
年

一
月
か
ら
四
月
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
分
は
六
月
中
に
郵
送
す
る
予
定
で

す
。対

象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
居
宅
サ

ー
ビ
ス
費
と
食
費
を
含
む
施
設
サ
ー

ビ
ス
費
。
介
護
保
険
給
付
費
通
知
に

は
、
利
用
者
が
支
払
っ
た
利
用
料
と

介
護
保
険
か
ら
支
払
わ
れ
た
保
険
給

付
額
の
合
計
を
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
７
へ
。

福
祉
医
療
費
の

受
給
者
証
が
更
新

母
子
家
庭
の
母
な
ど

温
泉
で
交
流
を

海
浜
訓
練
で

楽
し
い
体
験

福
祉
車
両
の

安
全
運
転
講
習
な
ど

介
護
保
険
の
給
付
費

通
知
を
送
り
ま
す

老
人
セ
ン
タ
ー
で

遊
ん
で
み
よ
う

展示で分かりやすく

６
月
23
日
か
ら

男
女
共
同
参
画
週
間


